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2020年 4月 10日 

 

各 位 

 

会 社 名：株式会社ツクイ 

代表者名：代表取締役社長 髙橋 靖宏 

（コード番号：2398 東証第一部） 

 

緊急事態宣言発令に伴う当社の対応に関するお知らせ 

 

新型コロナウイルス（COVID-19）によりお亡くなりになられた皆様に謹んでお悔み申し上げます

とともに、罹患された皆様には心よりお見舞い申し上げます。また、医療関係者様ならびに感染防

止にご尽力されている皆様に深謝申し上げます。 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が東京都、神奈川県、千葉県、

埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県の 7都府県に対して発せられました。現在のところ各自治体より

介護サービス事業所への休業要請は実施されていないため、当社の事業所については、感染予防に

十分留意しながら運営を継続しております。今後の当社の対応について、下記の通りお知らせいた

します。 

 

記 

 

1. 緊急事態宣言への対応と今後の変更の可能性 

当社が提供する介護サービスは、お客様やそのご家族の生活を継続する上で欠かせないもので

あり、お客様に対して必要な介護サービスが継続的に提供されることが重要であることから、可

能な限りサービスの提供を継続してまいります。一方で、お客様や職員の安全確保ならびに感染

拡大を抑制に対する社会的責任を強く認識しております。 

今後、感染拡大の状況や、政府、自治体の方針、要請等により、休業や規模縮小、代替サービ

スの提供等へ変更する可能性があります。 

 

2. 業績への影響について 

当社グループの業績への影響につきましては、現時点では未定ですが、開示すべき事項が生じ

た場合は速やかにお知らせいたします。 

 

【ご参考】当社の新型コロナウイルス対策 

当社では、対策本部を設置し、感染予防および事業継続について対応をしております。新型コロ

ナウイルス感染拡大の状況および高齢者の感染時の重症化、および厚生労働省通知を鑑み、当社で

はお客様への感染防止のため、2020年 1 月下旬より下記の対策を実施しております。 
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（2020 年 1月 31 日実施） 

【感染予防対策】 

・スタンダードプリコーション（標準感染予防策）等の徹底。 

・事業所共有スペースの換気、適湿温度の保持。 

・事業所共有スペースの定期的なアルコール等による消毒の実施。 

 

▮ 職員の体調管理 

・出勤前に検温し、発熱が認められる場合は出勤停止。 

・出勤時に再度検温、健康状態のチェックを実施。 

・勤務中の手洗い、うがい、咳エチケットの徹底。 

・十分な睡眠と栄養を摂るとともに、こまめに水分摂取し喉の乾燥と脱水を予防。 

・多くの人が集まる場所や人混みを避ける。 

 

▮ お客様の体調管理 

［デイサービス］ 

・サービス利用前のご自宅での検温実施。 

・送迎時の手指消毒実施。 

・事業所到着後の検温、健康状態のチェックを実施。 

・サービスご利用中の手洗い、うがいおよび手指消毒実施。 

 

［居住系サービス］ 

・定期的な検温および職員による体調管理。 

 

【お客様・職員に感染者、感染疑義者が発生した際の対応について】 

主治医、行政機関の指導に則り速やかに感染拡大予防に向けた対応をいたします。 

 

（2020 年 2月 23 日追加） 

【ご面会について】 

当面の間、ご面会をお控えいただきますようお願いいたします。 

ご面会の必要がある場合は、事前に各事業所の管理者にお申し出ください。ただし、体調の悪い

方、風邪症状のある方、もしくはそのような症状のある方と接触があった場合には、ご訪問はご遠

慮ください。 

ご面会時はマスクを着用いただき、手洗いおよび手指消毒、検温を実施していただいた上でロビ

ーにてお願いいたします。 

※地域の状況により面会方法等について別途ご協力のお願いをする場合があります。 

 

【ご見学について】 

当面の間、中止いたします。 
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（2020 年 3月 24 日追加） 

【デイサービス休業要請の際の対応について】 

▮ サービス提供の一部継続 

お客様のご希望や担当介護支援専門員のご意向を確認したうえで、レスパイトケア等、やむを

得ない事情で通所サービスが必要なお客様については、感染防止策を徹底のうえサービス提供を

継続します。 

 

▮ 訪問サービスの提供 

お客様のご希望や担当介護支援専門員のご意向を確認したうえで、デイサービススタッフによ

る訪問サービスを実施します。サービス内容は、ADL 低下防止のための機能訓練を主とし、その

他生活上必要な生活支援サービスを提供します。 

※安否確認（健康状態のチェック）、昼食の提供（弁当等）含む。 

※現時点において、居住系サービス、訪問介護等の在宅介護サービスの休業要請は想定されてお

りません。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社ツクイ コーポレートコミュニケーション部 

TEL045-842-4193 


